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	区分
	単位
	占用料（円）

	柱類を設ける場合
	第１種電柱
	１本１年につき
	９９０

	
	第２種電柱
	１本１年につき
	１，５００

	
	第３種電柱
	１本１年につき
	２，０００

	
	第１種電話柱
	１本１年につき
	８８０

	
	第２種電話柱
	１本１年につき
	１，４００

	
	第３種電話柱
	１本１年につき
	１，９００

	
	その他の柱類
	１本１年につき
	８８

	電線類を設ける場合
	共架電線その他上空に設ける線類
	長さ１メートル１年につき
	９

	
	地下に設ける電線その他の線類
	長さ１メートル１年につき
	５

	
	変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
	１個１年につき
	１，８００

	管類を設ける場合
	外径が０．０７メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	３７

	
	外径が０．０７メートル以上０．１メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	５３

	
	外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	７９

	
	外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	１１０

	
	外径が０．２メートル以上０．３メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	１６０

	
	外径が０．３メートル以上０．４メートル未満のもの
	長さ１メートル
１年につき
	２１０

	
	外径が０．４メートル以上０．７メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	３７０

	
	外径が０．７メートル以上１メートル未満のもの
	長さ１メートル１年につき
	５３０

	
	外径が１メートル以上のもの
	長さ１メートル１年につき
	１，１００

	通路を設ける場合
	占用面積１平方メートル１年につき
	１，５００

	工事用施設又は工事用材料置場を設ける場合
	占用面積１平方メートル１月につき
	２２０

	その他の場合
	占用面積１平方メートル１年につき
	地先地番の土地の価格に１，０００分の３１を乗じて得た額




